
一 

昭

和

六

十

二

年

十

月

三

十

日

受

領 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

答

弁

第

四

一

号 
 

内
閣
衆
質
一
〇
九
第
四
一
号 

昭
和
六
十
二
年
十
月
三
十
日 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

 

衆

議

院

議

長 
原 

 

健 

三 

郎 

殿 

 

衆
議
院
議
員
上
原
康
助
君
提
出
沖
縄
の｢

空
の
安
全
確
保｣

に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す 

る
。 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
上
原
康
助
君
提
出
沖
縄
の
「
空
の
安
全
確
保
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
船｢

第
一
一
徳
丸｣(

総
ト
ン
数
十
九
ト
ン
、
日
本
人
船
員
五
名
乗
組
み)

の
船
長
等
の
供
述

か
ら
海
上
保
安
庁
が
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
昭
和
六
十
二
年
七
月
二
十
三
日
午
後
一
時
八
分
こ 

ろ
、
同
船
が
沖
縄
県
喜
屋
武
埼
の
南
東
百
二
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
付
近
の
海
上
で
停
留
中
、
船
長
等
は
、
同
船

左
げ
ん
側
で
爆
発
音
と
多
数
の
小
さ
な
も
の
が
海
面
に
落
下
す
る
音
を
聞
き
、
赤
黒
く
漂
う
煙
及
び
上
空
を
飛

び
去
る
ジ
ェ
ッ
ト
機
二
機
を
視
認
し
た
。
そ
の
後
、
船
体
等
の
異
状
の
有
無
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
甲
板
上
で

小
さ
な
金
属
片
二
個
を
発
見
し
、
船
体
の
外
部
左
側
面
が
黒
く
汚
れ
て
い
る
の
を
確
認
し
た
が
、
乗
組
員
に
異

状
は
な
か
つ
た
。 

右
事
案
が
発
生
し
た
時
間
帯
に
お
い
て
、
航
空
自
衛
隊
南
西
航
空
混
成
団
第
八
十
三
航
空
隊
の
Ｆ
―
4
戦
闘 



四 

機
四
機(

標
的
え
い
航
機
一
機
、
監
視
機
一
機
及
び
射
撃
機
二
機)

が
、｢

第
一
一
徳
丸｣

が
停
留
し
て
い
た
付
近

に
あ
る
米
軍
の
訓
練
区
域
を
使
用
し
て
Ａ
Ｉ
Ｍ
―
7
ミ
サ
イ
ル
の
実
射
訓
練
を
実
施
し
て
い
た
が
、
現
在
ま
で

に
防
衛
庁
が
把
握
し
て
い
る
主
な
事
実
関
係
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

(1) 

射
撃
機
の
操
縦
者
等
は
、
ミ
サ
イ
ル
の
射
撃
に
当
た
つ
て
、
安
全
の
た
め
に
確
保
す
べ
き
範
囲
内
の
海
上 

 
 

 
 

に
船
舶
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
航
空
機
の
レ
ー
ダ
ー
及
び
目
視
に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。 

(2) 

射
撃
機
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
発
ず
つ
搭
載
し
て
い
た
ミ
サ
イ
ル
を
、
午
後
〇
時
四
十
六
分
こ
ろ
及
び
午
後
一 

 

時
八
分
こ
ろ
順
次
発
射
し
て
い
る
。 

(3) 

射
撃
機
の
操
縦
者
は
、
ミ
サ
イ
ル
が
ほ
ぼ
直
進
し
、
そ
の
後
、
海
面
上
に
着
水
し
た
と
思
わ
れ
る
波
紋
が

生
じ
た
の
を
視
認
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
同
ミ
サ
イ
ル
が
飛
し
よ
う
し
た
方
向
及
び
波
紋
の
周
辺
に
船
舶

を
視
認
し
て
い
な
い
。 

右
事
案
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
海
上
保
安
庁
第
十
一
管
区
海
上
保
安
本
部
に
お
い
て
捜
査
中
で
あ
る
。 

 



五 

二
に
つ
い
て 

マ
レ
イ
シ
ア
船
籍
の
貨
物
船｢

ポ
メ
ッ
ク
ス
・
サ
ガ｣(

総
ト
ン
数
五
千
九
百
二
十
二
ト
ン
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人

船
員
二
十
三
名
乗
組
み
）
の
船
長
等
の
供
述
に
よ
れ
ば
、
昭
和
六
十
二
年
七
月
二
十
七
日
午
後
八
時
四
十
二
分

こ
ろ
、
沖
縄
本
島
西
方
の
鳥
島
の
北
十
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
付
近
の
海
上
を
台
湾
の
花
蓮
港
か
ら
名
古
屋
港
に
向

け
て
航
行
中
、
同
船
は
国
籍
不
明
の
航
空
機
か
ら
の
も
の
と
思
わ
れ
る
ロ
ケ
ッ
ト
弾
ら
し
き
も
の
を
船
橋
及
び

船
橋
後
部
の
浴
室
に
受
け
、
操
だ
中
の
甲
板
員
一
名
が
負
傷
す
る
と
と
も
に
レ
ー
ダ
ー
及
び
操
だ
装
置
が
損
傷

し
航
行
不
能
と
な
つ
た
。 

二
箇
所
の
被
弾
場
所
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
模
擬
爆
弾
の
弾
頭
一
個
及
び
英
文
字
と
数
字
が
記
入
さ
れ
た
破
片

が
発
見
さ
れ
た
が
、
同
年
七
月
二
十
九
日
、
米
軍
は
、
右
模
擬
爆
弾
は
、
訓
練
中
の
米
軍
機
が
投
下
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。 

米
軍
は
、
現
在
、
事
故
原
因
等
の
調
査
を
実
施
し
て
お
り
、
調
査
が
終
了
し
次
第
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
安 

 



六 

全
対
策
の
再
検
討
を
行
う
方
針
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
暫
定
的
な
再
発
防
止
策
と
し
て
、
夜
間
爆
撃
訓

練
の
際
の
事
前
の
昼
間
慣
熟
飛
行
訓
練
の
実
施
、
訓
練
区
域
内
の
安
全
確
認
及
び
天
候
不
良
の
場
合
等
の
訓
練

の
中
止
等
の
安
全
対
策
の
徹
底
を
図
つ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

三
の

1
及
び

4
か
ら

6
ま
で
に
つ
い
て 

沖
縄
本
島
に
お
け
る
進
入
管
制
業
務
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
の
日
米
合
同
委
員
会
に
お

い
て
、
那
覇
空
港
に
近
接
し
て
嘉
手
納
飛
行
場
が
位
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
区
域
に
お
け
る
航
空
交

通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
単
日
の
施
設
に
よ
つ
て
進
入
管
制
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
、
日
本
国
政

府
が
こ
れ
ら
飛
行
場
の
レ
ー
ダ
ー
進
入
管
制
業
務
を
行
う
ま
で
、
暫
定
的
に
米
国
政
府
が
那
覇
空
港
の
進
入
管

制
業
務
を
実
施
す
る
旨
合
意
さ
れ
た
。 

日
本
側
は
、
当
時
、
複
数
の
飛
行
場
を
対
象
と
す
る
広
域
的
な
進
入
管
制
業
務
を
実
施
す
る
能
力
を
有
し
て

い
な
か
つ
た
が
、
右
合
意
中
の｢

暫
定
的
に｣

と
の
趣
旨
は
、
日
本
側
が
当
該
能
力
を
有
す
る
に
至
つ
た
時
点
で 

 



七 

当
然
に
こ
れ
ら
飛
行
場
の
レ
ー
ダ
ー
進
入
管
制
業
務
が
日
本
側
に
移
管
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の

時
点
で
改
め
て
当
該
進
入
管
制
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
調
整
が
図
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

他
方
、
日
米
合
同
委
員
会
の
合
意
に
よ
り
米
国
政
府
は
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及

び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

協
定(

昭
和
三
十
五
年
条
約
第
七
号
。
以
下｢

日
米
地
位
協
定｣

と
い
う
。)

に
基
づ
き
使
用
を
認
め
ら
れ
て
い
る

飛
行
場
及
び
そ
の
周
辺
の
管
制
業
務
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
嘉
手
納
飛
行
場
は
米
軍
に

と
つ
て
極
め
て
重
要
な
施
設
及
び
区
域
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
嘉
手
納
飛
行
場
に
お
い
て
実
施
さ
れ

て
い
る
広
域
的
な
レ
ー
ダ
ー
進
入
管
制
業
務
を
移
管
す
る
こ
と
は
、
現
実
問
題
と
し
て
、
相
当
困
難
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。 

な
お
、
日
米
合
同
委
員
会
合
意
の
概
要
は
必
要
に
応
じ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
合
意
文
書
自
体
は
原
則

と
し
て
不
公
表
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
当
該
進
入
管
制
業
務
の
移
管
の
手
順
に
つ
い
て
は
、
日
本
側
が
当
該 

 



八 

管
制
業
務
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
り
、
答
え
る
こ
と
は
差
し
控
え
た

い
。 

三
の

2
及
び

8
に
つ
い
て 

米
軍
は
、
嘉
手
納
タ
カ
ン(

北
緯
二
十
六
度
二
十
一
分
東
経
百
二
十
七
度
四
十
六
分)

を
中
心
と
す
る
半
径
五

十
マ
イ
ル
、
高
度
二
万
フ
ィ
ー
ト
以
下
の
空
域
及
び
久
米
島
Ｎ
Ｄ
Ｂ
（
北
緯
二
十
六
度
二
十
一
分
東
経
百
二
十

六
度
四
十
三
分
）
を
中
心
と
す
る
半
径
三
十
マ
イ
ル
、
高
度
五
千
フ
ィ
ー
ト
以
下
の
空
域
を
飛
行
す
る
航
空
機

に
対
し
レ
ー
ダ
ー
進
入
管
制
業
務
を
実
施
し
て
い
る
。 

那
覇
空
港
に
お
い
て
離
着
陸
す
る
航
空
機
の
う
ち
、
北
側
へ
離
陸
す
る
も
の
及
び
北
側
か
ら
着
陸
す
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
嘉
手
納
飛
行
場
及
び
普
天
間
飛
行
場
に
お
い
て
着
陸
す
る
航
空
機
と
の
間
に
安
全
な
間
隔
を
設

定
す
る
た
め
、
高
度
千
フ
ィ
ー
ト
で
飛
行
す
る
こ
と
と
な
る
。
（
別
紙
図
面
参
照
） 

那
覇
空
港
に
お
い
て
離
着
陸
す
る
航
空
機
が
千
フ
ィ
ー
ト
の
高
度
で
飛
行
す
る
方
式
は
、
航
空
機
の
性
能
を 

 



九 

考
慮
し
て
、
技
術
的
に
十
分
安
全
な
飛
行
方
式
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

三
の

3
に
つ
い
て 

政
府
と
し
て
は
、
沖
縄
本
島
に
お
け
る
レ
ー
ダ
ー
進
入
管
制
業
務
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
施
設
及
び
要
員
体

制
を
整
備
す
れ
ば
、
自
ら
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

三
の

7
に
つ
い
て 

政
府
と
し
て
は
、
実
務
者
レ
ベ
ル
で
、
当
該
レ
ー
ダ
ー
進
入
管
制
業
務
の
移
管
に
つ
い
て
昭
和
五
十
八
年
十

二
月
に
米
側
に
意
向
の
打
診
を
行
つ
た
と
こ
ろ
、
米
側
か
ら
本
件
は
慎
重
に
検
討
す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
の
回

答
を
得
て
い
る
。 

こ
れ
は
、
米
側
が
当
該
移
管
は
困
難
で
あ
る
と
の
意
向
を
示
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

右
の
経
緯
も
あ
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
今
後
と
も
、
諸
般
の
状
況
や
要
素
を
十
分
勘
案
し
て
、
米
側
と
の

接
触
を
含
め
適
切
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。 

 



一
〇 

四
の

1
に
つ
い
て 

日
米
地
位
協
定
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
米
国
が
使
用
を
許
さ
れ
て
い
る
空
域
及
び
日
本
国
の
領
域
近
傍
に
お

い
て
、
船
舶
、
航
空
機
等
の
航
行
の
安
全
を
図
る
等
の
た
め
に
区
域
を
指
定
し
て
米
国
が
使
用
す
る
空
域
と
し

て
告
示
さ
れ
て
い
る
も
の(

以
下｢

米
軍
使
用
空
域｣

と
い
う
。)

の
名
称
等
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
る
。 

ま
た
、
自
衛
隊
が
使
用
す
る
訓
練
空
域
及
び
試
験
空
域
と
し
て
公
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
名
称
等
は
、
別
表

第
二
の
と
お
り
で
あ
る
。 

四
の

2
に
つ
い
て 

レ
ー
ダ
ー
覆
域
は
、
高
度
及
び
方
位
に
よ
り
複
雑
な
形
状
を
呈
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
正
確
に
測
定

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
米
軍
使
用
空
域
が
那
覇
航
空
交
通
管
制
部
の
レ
ー
ダ
ー
覆
域
に
占
め
る
割
合 

は
、
お
お
む
ね
十
な
い
し
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
と
承
知
し
て
い
る
。 

ま
た
、
同
レ
ー
ダ
ー
覆
域
内
に
は
、
自
衛
隊
の
訓
練
空
域
及
び
試
験
空
域
は
設
定
さ
れ
て
い
な
い
。 

 



一
一 

四
の

3
に
つ
い
て 

い
わ
ゆ
る
ア
ル
ト
ラ
ブ(

空
域
の
一
時
的
留
保)

と
は
、
一
定
の
航
空
機
の
使
用
の
た
め
に
一
時
的
に
設
定
し

た
一
定
の
空
域
に
、
一
定
時
間
他
の
航
空
機
が
飛
行
し
な
い
よ
う
に
す
る
管
制
業
務
上
の
措
置
で
あ
る
。
こ
の

措
置
は
継
続
的
な
も
の
で
な
く
時
間
の
経
過
に
よ
り
終
了
す
る
も
の
で
あ
る
。 

ア
ル
ト
ラ
ブ
の
設
定
位
置
等
に
つ
い
て
は
、
米
軍
の
行
動
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
の
で
申
し
上
げ
ら
れ

な
い
。 

四
の

4
に
つ
い
て 

米
軍
使
用
空
域
及
び
ア
ル
ト
ラ
ブ
に
つ
い
て
は
、
米
軍
の
円
滑
な
活
動
を
確
保
す
る
こ
と
は
日
本
国
と
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約(

昭
和
三
十
五
年
条
約
第
六
号)

の
目
的
達
成
の
た
め
に

緊
要
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
米
軍
の
任
務
の
所
要
を
勘
案
し
つ
つ
、
民
間
航
空
交
通
の
安
全
の
確
保
の
た
め
必

要
な
調
整
を
行
つ
て
き
た
が
、
今
後
と
も
、
か
か
る
調
整
を
図
つ
て
い
く
所
存
で
あ
る
。 

 



一
二 

四
の

5
に
つ
い
て 

伊
江
島
空
域
に
つ
い
て
は
、
伊
平
屋
及
び
伊
是
名
の
空
港
設
置
計
画
の
具
体
化
に
併
せ
、
必
要
と
な
る
民
間

航
空
機
の
飛
行
経
路
の
確
保
に
つ
い
て
検
討
、
調
整
を
行
つ
て
い
く
所
存
で
あ
る
。
ま
た
、
米
軍
が
使
用
し
て

い
な
い
と
き
は
、
レ
ー
ダ
ー
進
入
管
制
業
務
を
実
施
し
て
い
る
米
軍
の
指
示
に
基
づ
き
民
間
航
空
機
も
当
該
空

域
を
通
過
で
き
る
こ
と
と
な
つ
て
お
り
、
状
況
に
応
じ
適
宜
通
過
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

五
に
つ
い
て 

日
米
地
位
協
定
に
係
る
航
空
問
題
に
つ
い
て
は
、
日
米
合
同
委
員
会
の
下
部
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る

民
間
航
空
分
科
委
員
会
に
お
い
て
、
必
要
に
応
じ
、
日
米
間
で
協
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
。 

六
の

1
に
つ
い
て 

民
間
航
空
機
等
と
自
衛
隊
機
又
は
米
軍
機
と
が
共
用
し
て
い
る
飛
行
場
の
名
称
及
び
昭
和
六
十
一
年
の
離
着

陸
回
数
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 



 

一
三 

六
の

2
に
つ
い
て 

現
在
の
と
こ
ろ
那
覇
空
港
の
共
用
を
や
め
る
考
え
は
な
い
が
、
一
般
論
と
し
て
は
、
自
衛
隊
の
使
用
す
る
飛 

         



一
四 

行
場
と
民
間
の
使
用
す
る
飛
行
場
は
分
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
那

覇
空
港
に
つ
い
て
も
、
こ
の
問
題
を
長
期
的
に
は
検
討
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
と
考
え
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 
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